
  

 

 

 

 

 

 

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金 

（高効率空調機導入支援事業） 

交付規程 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター 

 

 

 
本補助金は、経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補

助金（高効率空調機導入支援事業）交付要綱第３条に基づき一般社団法人日本エレクトロヒ

ートセンターに交付される国庫補助金から高効率空調機を設置しようとする方に交付するも

のです。 

 



住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金 

（高効率空調機導入支援事業）交付規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、経済産業大臣が定める住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入

促進事業費補助金（高効率空調機導入支援事業）交付要綱（平成１６・０７・１４

財資第１号。以下「要綱」という。）第２１条の規定に基づき、一般社団法人日本エ

レクトロヒートセンター（以下「センター」という。）が行う住宅・建築物高効率エ

ネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援事業）（以下「補助

金」という。）の交付の手続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図

ることを目的とする。 

 

（適用） 

第２条 センターが行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係わる予算の執行の適正化に関す

る法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び要綱に定めるところによるほか、

この規程の定めるところによる。 

 

（交付の対象） 

第３条 センターは、次項の要件に適合する高効率空調機を導入する事業（以下「補助事

業」という。）の実施に要する経費のうち、第４条に規定する補助金交付の対象とな

る経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で当該補助事業を

行う者（以下「補助事業者」という。）に対し、当該補助対象経費の一部に充てるた

め補助金を交付する。 

２ 補助金交付の対象となる高効率空調機は、以下の要件を満足する空調用途に用いられ

る蒸気圧縮式のヒートポンプ技術を用いた空気調和設備の室外機あるいは熱源機とする。 

（１）当該事業で導入する機器単体の冷房（冷却）能力が２８ｋＷ以上であること。 

（２）冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

（３）エネルギー消費効率を一次エネルギー換算した値が、別表に定める数値以上である

こと。 

 

 

 

 

 



（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助の対

象外とする。 

（１）一般 

   高効率空調機本体に係る機器購入費用と従来機の機器購入費用との差額とする。（室

内機、補機類及び基礎架台、設置工事等に係る費用は含まない。） 

（２）既設（リニューアル）※ 

   高効率空調機本体に係る機器購入費用とする。（室内機、補機類及び基礎架台、設置

工事等に係る費用は含まない。） 

※ 既設（リニューアル）とは、次の①②の両方を満たす場合とする。 

    ① 現在設置されている空調機（以下「既設空調機」という。）を高効率空調機に 

代替し、かつ、その総冷却能力が新たに設置する高効率空調機の総冷却能力 

の７０％以上であり、それを証明する書類（メーカー発行カタログ、仕様書 

等）が提出できること。 

    ② 既設空調機の撤去を証明する証拠書類（撤去工事の契約書、産業廃棄物処理

契約書等）が提出できること。 

          

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の３分の１を限度とし、上限額については別に定め

る。 

 

（補助金交付申請） 

第６条 センターは、予算の範囲内において、補助事業者の募集を行うものとする。 

２ センターは、前項の募集を募集回数及び募集期間を定めて行うものとする。 

３ 第１項の募集に応募し、補助金の申請を行う者（以下「申請者」という。）は、補助金

交付申請書（一般の場合は様式第１－１、既設の場合は様式第１－２）に別に定める書

類を添付して、センターに提出しなければならない。 

 

（交付申請の審査） 

第７条 センターは、募集期間内に受け付けた交付申請を募集期間終了後にとりまとめ、

別に定める審査委員会において審査を行うものとする。 

 

（交付の決定） 

第８条 センターは、前条に定める審査委員会での審査結果を踏まえて補助金を交付する

ことが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に交付決定

通知書（様式第２）を送付するものとする。 



２ センターは、前項の通知に際して、必要に応じ、条件を付すことができるものとする。 

３ センターは、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知する

ものとする。 

４ 申請者は、交付決定通知書に記載される交付決定日以前には、補助対象機器の設置工

事を着工できない。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 第８条１項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の

交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取下げようとする

ときは、当該通知を受けた日から１０日以内に、交付申請取下げ届出書（様式第３）

をセンターに提出しなければならない。 

 

（計画変更等の承認） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止

しようとするときは、あらかじめ計画変更等承認申請書（様式第４）をセンターに提出

し、その承認を受けなければならない。 

２ センターは、前項に基づく計画変更等承認申請書を受理したときは、当該申請に係る

変更の内容が適正であるか審査し、その審査結果において、計画変更等承認結果通知書

（様式第５）を補助事業者に送付するものとする。 

３ センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、

又は条件を付すことができるものとする。 

 

（遅延等の報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれ

る場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに遅延等報告書（様式第６）

をセンターに提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況の報告） 

第１２条 補助事業者は、センターが特に必要と認めて要求したときは、補助事業実施状

況報告書（様式第７）をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。 

 

（実績の報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日以内

又は当該会計年度の３月５日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第８）及び設

置工事完了証明書（様式第９）に別に定める書類を添付してセンターに提出しなければ

ならない。 



（補助金の額の確定等） 

第１４条 センターは、前条の実績報告書を受理し、当該報告に係る書類等の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助事業

者に対して補助金支払確定通知書（様式第１０）により通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１５条 センターは、第１４条の規定により交付すべき補助金を確定した後、これをと

りまとめ、経済産業大臣に対し、当該補助金に係わる補助金の支払いを請求し、支払い

を受けた後遅滞なく補助事業者に補助金を支払うものとする。 

 

（手続代行者） 

第１６条 補助事業者は、第６条第３項の補助金交付申請書、第９条の交付申請取下げ届

出書、第１０条第１項の計画変更等承認申請書、第１１条の遅延等報告書、第１３条の

実績報告書の手続きについて、補助対象高効率空調機の販売等をする者に、手続きの代

行を依頼することができるものとする。 

２ 前項の手続きを代行する者（以下「手続代行者」という。）は、依頼された手続きを誠

意をもって実施するものとする。また本手続きの代行を通じ申請者に関して得た情報は、

個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）に従って取り扱うものとす

る。 

３ センターは、手続代行者が第１項に規定する手続きを偽りその他不正の手段により行

った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、次

の措置をとることができるものとする。 

（１）センターの所管する契約の全部又は一部について一定期間指名等の対象外とするこ

と 

（２）センターの取り扱うすべての補助金について一定期間の交付及び手続代行の停止を

命ずること 

（３）当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表すること 

 

（交付決定の取消し等） 

第１７条 センターは、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第８条第１

項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又はこの交付の決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。 

（１）補助事業者又は手続代行者が、法令、本規程又はそれらに基づくセンターの処分若

しくは指示に違反した場合。 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。 

（３）補助事業者又は手続代行者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為を



した場合。 

（４）各前項に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。 

２ センターは、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに関し、既

に補助金を交付しているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ず

るものとし、補助事業者又は手続代行者はその指示に従わなければならない。 

３ センターは、前項の返還を命ずるときは、第１項第４号に規定する場合を除き、当該

補助金の受領の日から納付の日の日数に応じて、当該補助金の額（その一部を納付した

場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき、年利１０．９

５パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、同項により付された期限内に納付がない場

合は、返還の期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納に係わる金額につ

き年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を併せて補助事業者から徴収する

ものとする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得

財産等」という。）について取得財産等管理台帳（様式第１１）を備え、補助事業の完了

後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に

従って、その適正な運用を図らなければならない。 

２ 前項の規定において、補助事業者は、天変地異その他補助事業者の責に帰する事ので

きない理由により取得財産等が毀損し、又は滅失したときは、その旨をセンターに届出

なければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限等） 

第１９条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５条）に定められた期間内において、当該取得財産等を処分しようとするときは、

あらかじめ財産処分承認申請書（様式第１２）をセンターに提出し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定により承認を受けて当該取得財産等を処分した場合におい

て、センターの請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなけ

ればならない。 

３ 前項の補助金の返還については、第１７条第４項の規定を準用する。 

４ 第１項に規定する処分とは、補助対象機器を補助金交付の目的に反して使用し、売却

し、譲渡し、交換し、貸与し（補助事業者が貸与することを目的として当該財産を取得

した場合を除く。）、廃棄し、又は担保提供等に供する場合とする。 



 

 

 

（補助事業の経理等） 

第２０条 補助事業者は、補助事業の経理についての帳簿を備え、補助事業以外の経理と

明確に区分した上、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにし

ておかなければならない。 

２ 前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整理して、前項の帳簿とともに

補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属するセンターの会計年

度が終了した後５年間保存しなければならない。 

 

（センターによる調査等） 

第２１条 センターは、補助金交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じ

て補助事業者及び手続代行者等に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができ

るものとする。 

 

（協力） 

第２２条 センターは、補助事業の適正な運営を確保するため、必要に応じこの本規程の

遵守を確認する書類の提出等の協力を、補助事業者等に対して求めることができるもの

とする。 

 

（その他の必要な事項） 

第２３条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、センターが別にこれを定める。 

 

 

附 則 

  この規程は、平成１９年４月１日から適用する。 



（別表） 

第３条第２項第３号に定める、エネルギー消費効率を一次エネルギー換算※１した値

（ＣＯＰ）とは、以下の「高効率空調機エネルギー消費効率基準表」の数値以上で

あることとする。なお、冷暖房兼用の機器については双方の平均値とする。 

 

「高効率空調機エネルギー消費効率基準表」 

機器の種類 
エネルギー消費効率        

（一次エネルギー換算値） 

空
冷
機
器 

 

チリングユニット １．３２ 

ビル用マルチエアコン等 １．４４ 

水
冷
機
器 

チリングユニット １．８９ 

ターボ冷凍機 ２．２１ 

    ※１：一次エネルギー換算について 

〈一次エネルギー換算エネルギー消費効率（ＣＯＰ）の算出方法〉 

COP=(C/ (Ec+Nc) +H/ (Eh+Nh))/2  

COP：一次エネルギー換算成績係数 

C :冷房(冷却)能力(単位:kW) ※２ 

Ec:冷房ガス消費量（単位：kW）※３ 

Nc：冷房(冷却)消費電力（単位：kW）を 1kWh につき 9,760kJ として１次エネル

ギーに換算した値（単位：kW）※２ 

H ：暖房(加熱)能力（単位：kW）※２ 

Eh：暖房ガス消費量（単位：kW）※３ 

Nh：暖房(加熱)消費電力（単位：kW）を 1kWh につき 9,760kJ として１次エネル

ギーに換算した値（単位：kW）※２ 

 

※２：冷房(冷却)能力・冷房(冷却)消費電力、暖房(加熱)能力・暖房(加熱)消費電力、

については、表１～４に規定された温度条件で測定された値とする。 

 

※３：冷房燃料消費量、暖房燃料消費量については、日本工業規格 B8627-2 附属書   

４（規定）ガス消費量試験方法の規定する方法に準拠して測定する。 

 

    なお、消費電力及びガス消費量については、下記温度条件において当該機器が消費した

すべてのエネルギー量とする。 



表 1 チリングユニット（空冷式）の温度条件            単位：℃ 

 

 

 

 

 

表 2 ビル用マルチエアコン等の温度条件               単位：℃ 

 

 

室内側吸込空気条件 室外側吸込空気条件 

乾球温度 湿球温度 乾球温度 湿球温度 

冷房能力 ２７ １９ ３５ ２４※４ 

暖房能力 ２０ １５ ７ ６ 

      

表 3 チリングユニット（水冷式）の温度条件            単位：℃ 

 供給する冷温水 冷却水温度条件 

入口水温 出口水温 入口水温 出口水温 

冷却能力 １２ ７ ３０ ３５ 

加熱能力 ４０ ４５ １５ ７ 

 

表 4 ターボ冷凍機の温度条件                   単位：℃ 

 

 

供給する冷温水 冷却水温度条件 

入口水温 出口水温 入口水温 出口水温 

冷却能力 １２ ７ ３２ ３７ 

加熱能力 ４０ ４５ １２ ７ 

 

※４：熱源側の熱交換器に水を噴霧する等、潜熱を利用する機器の場合。 

 

 供給する冷温水 外気温度条件 

入口水温 出口水温 乾球温度 湿球温度 

冷却能力 １２ ７ ３５ ２４※４ 

加熱能力 ４０ ４５ ７ ６ 


